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尼崎市教育委員会 ６月定例会 議事録 

１ 開会及び閉会の日時 

       令和５年６月２６日  午後３時３４分～午後４時２７分 

２ 出席委員及び欠席委員 

出席委員等 教 育 長        白 畑   優 

教育長職務代理者        德 山 育 弘 

        委   員        太 田 垣 亘 世 

        委   員        中 平 了 悟 

        委   員        正 岡 康 子（日程第３「協議・報告」の「尼崎市学 

校運営協議会委員の解任又は解嘱及び

委嘱について」から出席） 

３ 出席した事務局職員等 

        教  育  次  長    安 田 博 之 

        教  育  次  長    増 田 裕 一 

        事 務 局 参 与    能 島 裕 介 

        事 務 局 参 与    高 橋 利 浩 

        管 理 部 長    西 村 和 修 

        学校支援担当部長    中 道 隆 広 

        社 会 教 育 部 長    橋 本 貴 宗 

        企 画 管 理 課 長    伊 元 俊 幸 

        就 学 前 教 育 課 長    谷     章 

        社 会 教 育 課 長    松 田 陽 子 

        こども青少年部長    朴     志 

        こども青少年課長    浅 田 崇 之 

日程第１ 議事録の承認

日程第２ 議事

（１）議案第３１号 尼崎市子ども・子育て審議会委員及び特別委員の委嘱について

日程第３ 協議・報告 

（１）尼崎市子ども・子育て審議会への諮問について 

（２）尼崎市学校運営協議会委員の解任又は解嘱及び委嘱について 

日程第４ 教育長の報告と委員協議 

午後３時３４分、教育長は開会を宣した。 

白畑教育長    本日の日程につきましては、配布いたしております日程表のとおりです。 

日程第２「議事」の「議案第３１号 尼崎市子ども・子育て審議会委員及び特別委

員の委嘱について」及び日程第３「協議・報告」の「尼崎市学校運営協議会委員の解

任又は解嘱及び委嘱について」は、内容に個人情報が含まれますので、公開しないこ



2

とが適当であると考えますが、いかがでしょうか。 

教育委員     異議なし 

白畑教育長    異議なしと認めます。よって、両件は、会議規則第６条の２第１項第４号、すなわ

ち『教育長または委員から会議の公開が不適当であるとの発議のあった事件』に該当

するため、公開しないことと決しました。なお、公開しないことと決しました案件に

ついては、日程第４の「教育長の報告と委員協議」の後に審議することといたします。 

白畑教育長    それでは、これより日程に入ります。まず、日程第１の「議事録の承認」について

でございます。５月定例会および臨時会の議事録につきましては、先般、事務局より

送付しておりますとおりです。内容に質疑等はありますでしょうか。 

白畑教育長    質疑がないようですので、これよりお諮りいたします。５月定例会および臨時会の

議事録を承認することに異議ございませんか。 

教育委員     異議なし 

白畑教育長    異議なしと認めます。よって、５月定例会および臨時会の議事録を承認することに

いたします。また、先の４月定例会にて、３月臨時会の議事録の承認を頂きましたが、

「議案第２１号 職員の人事について」の議事録につきまして、事務局より送付が漏

れていることが発覚しました。そのため、当該議事録について個別でお諮りをさせて

いただきます。３月臨時会の「議案第２１号 職員の人事について」に関する議事録

につきましては、先般、事務局より送付しておりますとおりです。内容に質疑等はあ

りますでしょうか。 

教育委員     異議なし 

白畑教育長    異議なしと認めます。よって、３月臨時会の「議案第２１号」に関する議事録を承

認することにいたします。それでは、日程第３「協議・報告」の「尼崎市子ども・子

育て審議会への諮問について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

浅田 こども青少年課長。 

こども青少年課長 こども青少年課長でございます。それでは、「尼崎市子ども・子育て審議会」への

諮問内容と今後の進め方につきまして、お手元の資料に基づきご説明させていただき

ます。資料は「諮問書（案）」と「尼崎市子ども・子育て審議会スケジュール」の２

種類でございます。なお、お配りしました資料の中身につきましては、現時点での事

務局の考えを示したものであり、確定したものではないという点につきましては、ご

了承いただきたいと思います。資料のご説明に入ります前に、「尼崎市子ども・子育

て審議会」について簡単にご説明させていただきます。「尼崎市子ども・子育て審議

会」は、学識経験者や児童福祉・学校教育の関係者等で構成される審議会で、主に、
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本市における子ども・子育て支援に関する施策の推進等について、調査審議していた

だいております。この審議会は「市長」と「教育委員会」双方の付属機関となってお

りますことから、教育委員会での担当課は「就学前教育課」が担っておりますが、全

体調整につきましては、市長事務部局の「こども青少年課」が担当しております。本

日は、後ほど議案として審議いただきます「尼崎市子ども・子育て審議会委員の委嘱」

に先立ちまして、当審議会での審議事項や進め方につきまして、「協議・報告案件」

としてご説明させていただくものです。それではまず、「諮問書（案）」をご覧くだ

さい。現在、本市の子どもの育成や子育て家庭への支援に当たりまして、取組みの基

本理念や基本目標などについて定めた「第４期尼崎市次世代育成支援対策推進行動計

画」と待機児童問題への対応などのため、教育・保育施設等や地域の子ども・子育て

支援事業の提供体制の確保などについて定めた「第２期尼崎市子ども・子育て支援事

業計画」が、いずれも令和６年度末をもって期限を迎えることとなっております。ま

た、本年４月１日には、こども家庭庁が新たに発足し、すべてのこどもが、将来にわ

たって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推

進することを目的とした「こども基本法」が施行されております。「こども基本法」

第９条では、国はこども施策を総合的に推進するための「こども大綱」を定めるとし

ておりまして、同第10条では、市町村は「こども大綱」を勘案して「市町村こども計

画」を定めるよう努めるものとされております。この「こども基本法」で努力規定と

されております「こども計画」につきましては、先ほどご説明させていただきました、

本市の子ども子育てに関する計画の「尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画」及び

「尼崎市子ども・子育て支援事業計画」を包含し、こども施策に関する事項を一体的

に定める必要があります。こうしたことから、令和６年度に期限を迎えます本市の子

ども子育てに関する新たな計画につきましては、「こども基本法」に定めるところの

「市町村こども計画」として策定していくこととしております。同計画の策定に当た

りましては、「尼崎市子ども・子育て審議会」に諮問し、必要となる調査等を行いな

がら、策定していく予定としているということでございます。続きまして、「尼崎市

子ども・子育て審議会スケジュール」をご覧ください。審議会の全体会につきまして

は、７月下旬から８月上旬頃にかけて諮問を行い、途中、現行計画の進捗管理も行い

ながら、来年度の１月に予定しております最終答申まで、ご審議をいただきます。ま

た、部会の設置についてですが、計画策定に必要な調査や計画の構成・素案等をより

専門的に検討いただくために、常設の「計画推進部会」は一旦休止し、新たに「計画

策定・推進部会」を設置いたしします。行政内部の予定としましては、本年度は、計

画策定に係る支援や調査業務を実施するための事業者選定を夏頃に実施し、１２月～

３月にかけて必要となる調査を実施していく予定です。資料の説明につきましては、

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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白畑教育長    説明は終わりました。これより質疑に移ります。発言はございませんか。 

德山委員     こども大綱はいつ頃できる予定なのか。 

こども青少年課長 国の方針では今年の秋ごろとしておりますが、９月や１０月での策定は難しいとの

情報が入っておりますので、１１月以降になると見越しております。 

德山委員     そのことを踏まえて今後の計画がズレるということはないのか。 

こども青少年課長 大綱の完成が遅れたとしましても、諮問は７月から８月にかけて進めていく予定で

す。現状の計画の振り返り等をしていただき、大綱が出てからすぐに議論に入ってい

ただけるように進めていきたいと考えております。 

德山委員     計画策定・推進部会には教育委員会側もメンバーとして参加するのか。 

こども青少年課長 計画策定・推進部会は、審議会全体の中から専門部会という形で数名の委員で構成

し設置するものです。通常は計画推進部会として常設されていますが、今回は計画策

定・推進部会として設置することになります。 

白畑教育長    他に質疑はございませんか。 

白畑教育長    質疑がないようですので、本件についての報告は終わります。次に、日程第４「教

育長の報告と委員協議」に移ります。報告を求めます。伊元 企画管理課長。 

企画管理課長   企画管理課長でございます。「教育委員会６月定例会報告事項」について、ご報告い

たします。お手元の資料、４２ページをお開き願います。まず、総務関係でございま

す。５月２４日に、「第１回兵庫県都市教育長協議会」が開催されました。また、翌２

５日には「兵庫県市町村教育委員会連合会定時総会・全県教育委員会研修会」に参加

されました。次に、議会関係でございます。６月１４日から１６日、そして１９日の

計４日間で一般質問が実施されました。教育委員会に関する質問としましては、「学校

徴収金」や「不登校特例校の設置」について、「エレベーターの設置等に関する学校施

設整備」に関することなど幅広く質問がなされ、答弁作成件数は計９３件でございま

した。また、２１日の文教委員会では、電子黒板の導入に関する議案をご審議いただ

いた後、「あまっ子ステップ・アップ調査の結果」をご報告いたしました。次に、学校

教育関係でございます。６月１７日に「尼崎市高等学校合同説明会」をあましんアル

カイックホールで開催しました。次に、社会教育関係でございます。５月２９日に塚

口小学校、６月７日に杭瀬小学校と武庫東小学校、２１日に大庄北中学校で「第１回

学校運営協議会」を開催しました。最後に、今後の主要行事予定でございます。７月

４日及び２０日に、「政策推進会議」が開催される予定です。また、７月１４日に「中
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核市教育長会」、１９日に「阪神地区教育長会議」の開催が予定されています。教育委

員会については、７月１２日１３時より「第３回教育委員協議会」を開催する予定で

す。また、教育委員会７月定例会につきましては、７月２４日１５時３０分からの開

催で予定しています。報告は以上でございます。 

白畑教育長    報告は終わりました。報告内容に質疑はありませんか。 

白畑教育長    他に質疑がないようですので、教育長からの報告を終わります。それでは、ここか

らは非公開といたしますので、傍聴の方はご退席願います。

～～～～～～～～～～～～以下 議事の大要は非公開とする～～～～～～～～～～～ 

白畑教育長    以上を以って、本日の日程は全て終了いたしました。 

これをもちまして、尼崎市教育委員会６月定例会を閉会といたします。 

以上、尼崎市教育委員会６月定例会の議事の全部を終了したので、午後４時２７分、教育長は閉会を宣

した。 

 尼崎市教育委員会６月定例会において、以上のとおり議事が行われたことを記録します。 


